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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
詰まった痰や鼻汁などの体液を除去するのに用いるフィルターユニットであって、該体液
を吸引する空気の流れが、
該体液を吸入するための吸入チューブと連結される吸入口、
体液溜め室、
フィルター、
吸引源とつながる吸引口、
の順となるように構成され、
前記吸入口から前記体液溜め室に空気を導く吸入管が、前記フィルターを貫通して設けら
れたことを特徴とする、使い捨ての体液フィルターユニット。
【請求項２】
前記吸入口と前記吸引口とが、前記フィルターを挟む両側に設けられたことを特徴とする
請求項１に記載する、使い捨ての体液フィルターユニット。
【請求項３】
詰まった痰や鼻汁などの体液を除去するのに用いるフィルターユニットであって、該体液
を吸引する空気の流れが、
該体液を吸入するための吸入チューブと連結される吸入口、
体液溜め室、
フィルター、
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吸引源とつながる吸引口、
の順となるように構成され、
前記体液溜め室の内壁に沿った形状の体液遮蔽部を周辺に備え、通気部を略中央部に備え
た遮蔽部材が、体液溜め室とフィルターとの間に設けられたことを特徴とする、使い捨て
の体液フィルターユニット。
【請求項４】
請求項１～請求項３のいずれかに記載されるフィルターユニットを含んで構成され、少な
くとも、前記吸入口に吸入チューブが連結されたことを特徴とする、使い捨ての体液吸引
器。
【請求項５】
前記吸入チューブの先端に、空気導入機構を備えた吸入先端部材が連結されたことを特徴
とする請求項４に記載する使い捨ての体液吸引器。
【請求項６】
前記吸引口が、口でくわえられる形状とされたことを特徴とする請求項４又は請求項５に
記載する使い捨ての体液吸引器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、詰まった痰や鼻汁を取り出すために用いる使い捨ての吸引器に関する。
【０００２】
【発明が解決しようとする課題】
体力の弱った病人や年配者では、喉に詰まった痰を自力で吐き出せない場合があり、医療
施設や介助者による痰の取り出しが行われている。同様に、幼児などが鼻汁を詰まらせた
場合には、親などが自身の口で鼻汁を吸い出したりしている。医療施設などでは、真空ポ
ンプなどの吸引源を用いてこれらの体液を取り出しているが、吸引装置が大型になるため
移動しにくかったり、使用後の吸入管や痰壺の洗浄や消毒が面倒であったりした。また、
洗浄や消毒を行っても、再使用する場合には常に感染症の危険があった。
【０００３】
一方、こういった吸引装置の無い一般家庭では、吸入チューブをストローのように用いて
、口で吸い出す方法がとられてきた。このため、痰などが口の中に入り込むことがあって
、患者の病気が感染する恐れがあり、衛生上あるいは精神上の大きな問題になっていた。
【０００４】
そこで本発明者は、携帯に便利で何処でも簡単に使用できて、痰や鼻汁などの体液を完全
に捕捉でき、洗浄や消毒が不要の、使い捨ての体液フィルターユニット及び体液吸引器に
ついて鋭意検討を重ねた結果本発明に至ったのである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係る使い捨ての体液フィルターユニットは、詰まった痰や鼻汁などの体液を除
去するのに用いるフィルターユニットであって、該体液を吸引する空気の流れが、該体液
を吸入するための吸入チューブと連結される吸入口、体液溜め室、フィルター、吸引源と
つながる吸引口、の順となるように構成され、前記吸入口から前記体液溜め室に空気を導
く吸入管が、前記フィルターを貫通して設けられたことを特徴とする。
【０００６】
さらに、かかるフィルターユニットにおいて、吸入口から体液溜め室に空気を導く吸入管
が、フィルターを貫通して設けられたことにある。
【０００７】
さらに、かかるフィルターユニットにおいて、吸入口と吸引口とが、フィルターを挟む両
側に設けられたことをにある。
【０００８】
　また、本発明に係る使い捨ての体液フィルターユニットは、まった痰や鼻汁などの体液
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を除去するのに用いるフィルターユニットであって、該体液を吸引する空気の流れが、該
体液を吸入するための吸入チューブと連結される吸入口、体液溜め室、フィルター、吸引
源とつながる吸引口、の順となるように構成され、前記体液溜め室の内壁に沿った形状の
体液遮蔽部を周辺に備え、通気部を略中央部に備えた遮蔽部材が、体液溜め室とフィルタ
ーとの間に設けられたことを特徴とする。
【０００９】
また、本発明に係る使い捨ての体液吸引器の要旨とするところは、上述のフィルターユニ
ットを含んで構成されていて、少なくとも、その吸入口に吸入チューブが連結されたこと
にある。
【００１０】
さらに、かかる吸引器において、吸入チューブの先端に、空気導入機構を備えた吸入先端
部材が連結されたことにある。
【００１１】
さらに、かかる吸引器において、吸引口が、口でくわえられる形状とされたことにある。
【００１２】
【発明の実施の形態】
次に、本発明に係る使い捨ての体液フィルターユニット及び吸引器の実施態様について、
図面に基づいて詳しく説明する。
【００１３】
図１は、本発明に係わるフィルターユニットの特に有用な実施態様の一例を示すものであ
る。フィルターユニット１０は、雌ケース部材１３と雄ケース部材１５とが嵌合部１７で
連結されていて、両端が閉じた略円筒状に形成されている。そして、その略円筒状ケース
内に、フィルター１２と遮蔽部材２６とが収容されて構成されている。フィルター１２は
、雌ケース部材１３の側壁に設けられた段差部２５と、雌ケース部材１３の底部に設けら
れたフィルター支持部３３とで片側を支持され、反対側は遮蔽部材２６の脚部３２と接し
ている。フィルター１２と接する脚部３２及びフィルター支持部３３は、フィルター１２
の通気面を塞がないように、凸部先端で支持するように成形されている。雌ケース部材１
３には、痰などを吸入するための吸入チューブ２０と連結される吸入口１４と、吸入口１
４から体液溜め室１８に通じる吸入管２２が一体的に設けられていて、吸入管２２はフィ
ルター１２を貫通している。すなわち、体液溜め室１８は、フィルター１２を挟んで吸入
口１４の反対側に位置する。また、雄ケース部材１５には、吸引源２４につながる吸引口
１６と、体液溜め室１８から吸引口１６に通じる吸引管２３が一体的に設けられていて、
吸引管２３はフィルター１２を貫通している。遮蔽部材２６は、断面がＬ形の円環状で雌
ケース部材１３の内壁に沿う形状の遮蔽部２８と、脚部３２とで構成され、円環状遮蔽部
２８の開放された中央部が通気部３０を形成している。
【００１４】
本フィルターユニット１０は次のようにして組み立てられる。まず、段差部２５及びフィ
ルター支持部材３３に突き当たるまで、雌ケース部材１３内にフィルター１２を深く差し
入れる。フィルター１２には、吸引管２３及び吸入管２２を通すための孔が予め細めに設
けてあって、上述の作業は、吸入管２２をこの孔に通しながら行われる。次に、遮蔽部材
２６を雌ケース部材１３に入れ、脚部３２がフィルター１２に接するようにして被せる。
円環状の遮蔽部２８が雌ケース部材１３の内壁と嵌合して所定の位置に固定される。次い
で、雄ケース部材１５が被せられ、嵌合部１７で凹凸嵌合して雌ケース部材１３と連結さ
れるが、同時に、吸引管２３の先端部がフィルター１２に予め設けられた孔に挿入される
。このようにして組み立てられたフィルターユニット１０は、フィルター１２によって２
室に区切られ、吸引管２３及び吸入管２２がフィルター１２を隙間なく貫通した構造とな
っている。
【００１５】
本例のフィルターユニット１０によれば、吸引源２４によって吸引される空気の流れは、
矢印の向きで示されるように、吸入口１４から吸入管２２を通って体液溜め室１８に入り
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、次いで、フィルター１２、吸引管２３を通過して吸引口１６に至る。体液を取り除こう
とする施術者は、フィルターユニット１０を片手に持ち、もう一方の手で吸入チューブ２
０を操作し、その先端を痰が詰まっている咽喉に当てる。痰は上述の空気の流れに乗って
吸引され、フィルターユニット１０の内に取り出される。
【００１６】
吸入チューブ２０の先端から吸入された痰などの体液は、吸入口１４、吸入管２２を経て
体液溜め室１８内に排出されるが、吸入管２２の先端が、フィルター１２とは逆側の、雄
ケース部材１５の方を向いているので、飛び出す体液が直接フィルター１２に当たること
が避けられる。このため、体液によるフィルター１２の目詰まりが軽減される。また、遮
蔽部材２６が設けられているので、雌ケース部材１３の内壁を伝わる体液が遮蔽部２８に
よって遮られることになり、フィルター１２の目詰まりがさらに軽減される。遮蔽部２８
は断面Ｌ形の円環状とされ、雌ケース部材１３の内壁に密着して、断面コの字形の円環状
溝を形成するので、フィルターユニット１０がどちらの方向に傾けられても、中に溜まっ
た体液がフィルター１２側に流れ出ることはない。
【００１７】
フィルター１２まで流れてきた液状の体液や、体液溜め室１８内の空気に含まれる一部の
体液は、フィルター１２により捕捉され、清浄となった空気だけが吸引管２３、吸引口１
６を通って吸引源２４に流れる。フィルター１２の端部は雌ケース部材１３の内壁と隙間
なく接していて、体液溜め室１８を締め切っているので、フィルターユニット１０がどの
ように乱暴に扱われても、体液が吸引口１６に漏れ出ることはない。このため、本発明の
フィルターユニット１０は、使い捨て用として気軽に利用される。遮蔽部材２６の中央部
には通気部３０が設けられ、フィルター１２の両面は十分広く開放されているので、フィ
ルター１２全面が目詰まりする恐れは少ない。また、フィルター１２を通過する時の圧力
損失が大きくならないので、口で吸引する程度の比較的弱い吸引源２４を用いることがで
きる。
【００１８】
本例のフィルターユニット１０では、吸入口１４と吸引口１６がフィルター１２を挟んで
両側に設けられていて、例えば、一般家庭で用いる、口で吸引する応急吸引器として用い
られると非常に便利である。すなわち、施術者は吸引口１６を口に挟み、咽喉などを上か
ら覗きながら、下方にある吸入口１４に接続された吸入チューブ２０を操作できるので、
操作性が格別に良好となる。また、吸入口１４が咽喉などの直ぐ近くになるので、吸入チ
ューブ２０を短くすることができ、痰をフィルターユニット１０まで早く吸い上げて施術
時間を短縮できる。このため、痰などが詰まった病人の負担も、施術者の負担も、共に軽
減される効果がある。
【００１９】
図２に示される別の実施例のフィルターユニット１０では、吸入口１４及び吸引口１６が
同一側に設けられている。本例においても、吸入管２２がフィルター１２を貫通している
ので、体液溜め室１８に飛び出す体液が直接フィルター１２に当たることが防止されてい
る。また遮蔽部材２６が設けられているので、雌ケース部材１３の内壁を伝ってフィルタ
ー１２に流れる体液が阻止される。図１に示されるフィルターユニット１０と異なるのは
、フィルター１２を通過した空気を吸入口１４と同じ方向に設けた吸引口１６に向けるこ
とだけである。
【００２０】
本例のフィルターユニット１０は、真空ポンプなどの吸引源２４を利用する場合に特に適
している。真空ポンプなどの吸引源２４を利用する場合には、吸引源２４を作動又は停止
するためのスイッチ操作が必要であり、フィルターユニット１０を片手に持ち、吸入チュ
ーブ２０をもう一方の手で扱うのでは、吸引源２４の操作ができず、いったん吸入作業を
中断しなくてはならない。しかしながら、例えば図２に示されるように、フィルターユニ
ット１０の側壁に吸引源２４のスイッチ３８を取り付け、フィルターユニット１０と共に
握りながらスイッチ３８を操作するようにすれば、もう一方の手が何時でも自由になるの



(5) JP 4442969 B2 2010.3.31

10

20

30

40

50

で、吸入作業を中断しなくてもよくなる。
【００２１】
図３に例示されるフィルターユニット１０は、吸入口１４、体液溜め室１８、フィルター
１２、吸引口１６が直列的に設けられた単純な構造とされている。本フィルターユニット
１０は、特に、家庭用で、口で吸引する吸引器などに利用されるものであり、小型で軽量
で安価である。すなわち、吸入口１４、体液溜め室１８、フィルター１２、吸引口１６が
直列的に配設されるので、フィルターユニット１０を細くすることができ、吸入口１４を
下側にして用いることを前提にして、遮蔽部材２６を省いてある。その結果、小型、軽量
化が可能になり、コストも大幅に低減される。フィルターユニット１０が細くなることに
伴い、フィルター１２の有効面積が減り目詰まりしやすくなるが、体液溜め室１８内の体
液は雄ケース部材１５の底部４０に溜まるので、フィルターユニット１０を逆さまにしな
い限り、フィルター１２側に流れることはない。また、目詰まり防止性を改善するためフ
ィルター１２が厚くされている。
【００２２】
図４に例示されるフィルターユニット１０は、吸入口１４と吸引口１６が隣り合って設け
られていて、図２に示されるフィルターユニット１０と同様、真空ポンプなどの吸引源２
４を利用する場合に特に適している。同図に示される向きでフィルターユニット１０を握
り、例えば、その上部にスイッチ３８を取り付け親指で操作できる特徴がある。フィルタ
ー１２が体液溜め室１８の上に位置しているため、吸入管２２から出る体液がフィルター
１２に直接当たることは少ないので遮蔽部材２６は省かれている。
【００２３】
すでに説明したように、吸入管２２がフィルター１２を貫通して設けられれば、吸入管２
２から飛び出す体液がフィルター１２に直接当たって目詰まりさせることを防止できる効
果がある。しかしながら、体液溜め室１８の上方にフィルター１２があるように限定され
た用い方をされるフィルターユニット１０では、重力に逆らって体液が上方に飛びにくい
ので、必ずしも、吸入管２２をフィルター１２に貫通して設ける必要がない。
【００２４】
また、すでに説明したように、遮蔽部材２６が設けられれば、フィルターユニット１０を
どの方向に傾けて使用しても、雌ケース部材１３を伝わる体液の流れが遮られて、フィル
ター１２が目詰まりしにくくなる。しかしながら、体液溜め室１８の上方にフィルター１
２があるように限定された用い方をされるフィルターユニット１０では、体液は雄ケース
部材１５の底部４０に溜まってフィルター１２に流れることがないので、必ずしも遮蔽部
材２６を設ける必要がない。
【００２５】
図１～図４に示されたフィルターユニット１０の形状は略円筒状であったが、本発明のフ
ィルターユニット１０は、円錐状や角柱状などの種々の形状とされてもよい。また、携帯
時は折り畳まれていて、使用時に組み立てる構成とされても便利である。
【００２６】
フィルター１２の形状や構成は、図１～図４に示された例示に限定されない。例えば、図
５に示されるフィルター１２は、比較的粗くて嵩高のフィルター材４２と、比較的密のフ
ィルター材４４との２層で構成されていて、フィルター材４２は主に高粘度の体液を捕捉
し、フィルター材４４はその後に残った低粘度体液を捕捉しようとするものである。また
、図６に示されるフィルター１２は、シャーレ状に周囲が立ち上がった形状とされてるた
め、通気する表面積が広がって目詰まりしにくくなっている。この他、襞を付けて表面積
を広げるなどの、種々の工夫を採用できる。
【００２７】
また、遮蔽部材２６の形状や係止方法も、上述した例に限定されない。例えば、図６に示
される遮蔽部材２６は、雌ケース部材１３に設けた段差部４６に乗せられることで位置決
めされていて、脚部３２無しに、フィルター１２と所定の距離だけ離れて係止される。こ
のため、フィルター１２の表面は、接触するものが無くて完全に開放され、フィルター機
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能が損なわれることがない。
【００２８】
あるいは、図７に示される遮蔽部材２６は、断面がコの字形の溝が円環状に形成された形
状とされていて、雌ケース部材１３の内壁に沿ってスムーズに滑り移動できるため、フィ
ルターユニット１０の組み立て作業が容易になる特徴がある。
【００２９】
あるいは、図８に示される、末広がりに形成された遮蔽部材２６は、フィルター１２と周
辺部だけで接触するので、フィルター１２の有効表面積をほとんど変えないという特徴が
ある。
【００３０】
体液溜め室１８まで吸引されてきた体液が、フィルター１２を目詰まりさせないように、
吸入管２２をフィルター１２に貫通させたり、遮蔽部材２６を設けたりする工夫を行って
きた。目詰まりをさらに防ぐ工夫として、吸液部材を体液溜め室１８内に設けることもで
きる。図９に示されるフィルターユニット１０では、吸液部材４８が雌ケース部材１３の
内壁に沿って設けられており、体液から水分を吸収して粘度を高め、流動性を減じて体液
がフィルター１２へ移動しないようにされている。吸液部材４８には、高分子吸水体やフ
ェルトなどが用いられる。
【００３１】
フィルター１２の材質は特に限定されず、換気口や集塵機、掃除機などに通常用いられる
、紙、布、不織布等々からなるエアーフィルター材が好ましく用いられる。中でも、不織
布からなるエアーフィルター材は、嵩高なので目詰まりしにくく、成形性に優れているの
で最適の形状に加工することができ、比較的安価なので特に好ましく用いられる。ポリエ
ステル繊維、ポリプロピン繊維、ポリアクリル繊維などの有機繊維で構成された不織布が
用いられれば、使用後は環境を汚染することなく焼却処分できる。また、消毒・殺菌機能
、消臭機能、脱臭機能などが付与されたフィルター１２とされてもい。あるいは、体液成
分で色や形が変化するフィルター１２とされてもよい。しかしながら、フィルター１２で
あらゆる種類の細菌やウィルスを１００パーセント捕捉することは困難であり、フィルタ
ーユニット１０を口で吸引して使用する場合などには、専門医師の十分な指導を受けるこ
とが望まれる。
【００３２】
雌ケース部材１３や雄ケース部材１５や遮蔽部材２６などの材質は、ポリプロピレン、Ａ
ＢＳ樹脂、ポリカーボネート等々のプラスチックが好ましく用いられる。軽量で成形性に
優れ、低コストであり、透明性に優れているのでフィルターユニット１０内の体液を良く
観察できるし、フィルター１２共々焼却処分できて、焼却熱を回収使用することもできる
。また、消毒・殺菌機能、消臭機能、脱臭機能などを備えた材料を用いても、あるいは、
こういう材料が付加されてもよい。
【００３３】
本発明に係わる体液吸引器は、上述したフィルターユニット１０を含み、少なくとも吸入
チューブ２０が吸入口１４に連結されたものである。図１０に例示される体液吸引器３４
は、図１に示されるフィルターユニット１０の吸入口１４に吸入チューブ２０が連結され
、その吸入チューブ２０の先端に、吸入先端部材３６が連結された構成とされている。吸
入チューブ２０は、シリコンゴムや軟質のポリオレフィン系樹脂からなり、柔軟性に優れ
て容易に屈曲するものである。
【００３４】
本例の体液吸引器３４は次のようにして使用される。すなわち、施術者は片手でフィルタ
ーユニット１０を握って保持し、もう一方の片手で吸入チューブ２０の先端近くを摘んで
、咽喉部などの体液摘出箇所に吸入先端部材３６を当てる。そして、吸引口１６を口にく
わえて吸い込むことにより、痰などの体液を吸引・除去するのである。あるいは、次のよ
うにしても使用できる。すなわち、吸引口１６を口にくわえることによりフィルターユニ
ット１０を保持し、フリーになった両手で、吸入チューブ２０を集中的に操作する。ある
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いはまた、吸引チューブなどを介して、吸引口１６と、真空ポンプなどの吸引源２４とを
つないで使用することもできる。真空ポンプなどの吸引源２４を用いる場合には、吸引口
１６と吸引源２４との間に、何らかの真空度調整手段が設けられるのが好ましい。
【００３５】
本発明の体液吸引器３４は、小型で軽量のフィルターユニット１０が用いられてるため携
帯し易く、特に、口で吸い込む方式とされれば、真空ポンプなどの吸引源２４を必要とし
ないので、一般家庭や中小の医療施設で用いるのに大変便利である。さらに、口でくわえ
られる形状の吸引口１６とされれば、口でフィルターユニット１０を保持し、自由となっ
た両手で、吸入チューブ２０の操作や患者の手助けができるので、格別に便利になる。
【００３６】
また、本発明の体液吸引器３４によれば、痰などの体液がフィルター１２によって確実に
取り除かれるので、口で吸引しても、口の中に体液が入り込むことがなく、従来の、衛生
上あるいは精神上の問題が解消される。また、使用後の体液吸引器３４は、そのまま廃棄
されるので、洗浄や消毒の面倒な作業が不要になる。また、廃棄される体液吸引器３４は
丸ごと焼却できて、その燃焼熱を有効利用することもできる。フィルターユニット１０、
吸入チューブ２０、吸入先端部材３６などの材質をポリオレフィン系樹脂とすれば、焼却
しても有毒ガスはほとんど発生しない。
【００３７】
吸入先端部材３６の役割は、吸入チューブ２０の先端が、口腔内面などに触って塞がれて
吸着してしまい、離れなくなることを防止することにある。図１１は、吸入先端部材３６
の一例を示している。吸入先端部材３６の先端には、先端面と側面とを切り欠く溝５０が
６箇所に設けられていて、先端面が塞がれても、側面から空気が吸引される構造とされて
いる。すなわち、吸入先端部材３６は空気導入機構を備えている。このため、例えば、痰
の取り出し作業中に、吸入先端部材３６が口腔内面などに接触して塞がれても、溝を通っ
て側面から空気が吸引されることになって、吸入チューブ２０内の搬送空気の流量は低下
せず、先端が真空吸着固定することなく、快適に吸引できる。鼻汁などを吸入する場合な
どでは、鼻孔に合わせた形状の吸入先端部材３６が使用されるのが好ましい。しかしなが
ら、吸入チューブ２０の先端が塞がれることが少ない使用方法では、必ずしも吸入先端部
材３６は必要とされない。
【００３８】
以上、本発明に係わる使い捨ての体液フィルターユニット及び体液吸引器について詳細に
説明してきたが、本発明は上述の引用例示に限定されず、フィルターユニットやフィルタ
ーの形状や材質や構成、体液吸引器の構成などにつき、その趣旨を逸脱しない範囲内で種
々なる改良、修正、変化を加えた態様で実施し得るものである。
【００３９】
【発明の効果】
本発明に係わる使い捨ての体液フィルターユニットによれば、吸入されて取り出された痰
などの体液が、フィルターと遮蔽部材によって捕捉されるので、口などの吸引源には汚れ
た空気が流れない。また、フィルターユニットを傾けても転倒させても、フィルター機能
は変化しないので手軽に取り扱える。
【００４０】
また、本発明に係わる体液フィルターユニットは使い捨てされるので、洗浄や消毒などの
面倒な作業が省かれる。
【００４１】
さらに、このような体液フィルターユニットにおいて、吸入口から体液溜め室に空気を導
く吸入管が、フィルターを貫通して設けられれば、吸入管から飛び出す体液がフィルター
に直接当たって目詰まりさせることが防止される。
【００４２】
さらにまた、このような体液フィルターユニットにおいて、吸入口と吸引口とがフィルタ
ーを挟む両側に設けられれば、施術者は吸引口を口に挟み、口腔内などを上から覗きなが
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ら、下方にある吸入口に接続された吸入チューブを操作できるので、操作性が格別に良好
となる。また、吸入口を咽喉などの施術場所に近づけられるようになるので、吸入チュー
ブを短くすることができ、痰などをフィルターユニットまで素早く吸い上て、施術時間を
短縮できるようになる。このため、痰などが詰まった病人の負担も、施術者の負担も共に
軽減される。
【００４３】
またさらに、このような体液フィルターユニットにおいて、体液溜め室の内壁に沿った形
状の体液遮蔽部を周辺に備え、通気部を略中央部に備えた遮蔽部材が、体液溜め室とフィ
ルターとの間に設けられれば、ケース内壁を伝わる体液の流れが遮られて、フィルターが
目詰まりしにくくなる。
【００４４】
また、本発明に係わる使い捨ての体液吸引器によれば、小型で軽量のフィルターユニット
が用いられてるため携帯し易く、特に、口で吸い込む方式とされれば、真空ポンプなどの
吸引源を必要としないので、真空ポンプなどの吸引源を常備しない一般家庭や派遣介護者
が応急的に用いるのに大変便利である。また、口でくわえられる形状の吸引口とされれば
、口でフィルターユニットを保持し、自由となった両手で、吸入チューブの操作や患者の
手助けができるので、格別に便利になる。
【００４５】
また、本発明の体液吸引器によれば、痰などの体液がフィルターユニットによって確実に
取り除かれるので、口で吸引しても、口の中に体液が入り込むことがなく、従来の、衛生
上あるいは精神上の問題が解消される。また、使用後の体液吸引器は、そのまま廃棄され
るので、洗浄や消毒の面倒な作業が不要になる。また、廃棄される体液吸引器は丸ごと焼
却できて、塩化ビニル系の樹脂が使用されてなければダイオキシンなどの有害成分の発生
が少なく、その焼却熱を熱リサイクルすることもできる。
【００４６】
さらに、吸入チューブの先端に、空気導入機構を備えた吸入先端部材が連結されれば、吸
入チューブの先端が、口腔内面などに吸着してしまい離れなくなることが防止され、施術
の作業性が向上する。
【００４７】
本発明の体液吸引器は、上述した種々の効果を発揮して、痰や鼻汁等の体液の除去に主に
使用されるが、吸引体液の検査までの、移し替えが不要の保存容器として使用されたり、
外耳関連病の清掃などにも使用できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るフィルターユニットの一例を示す正面断面図である。
【図２】本発明に係るフィルターユニットの他の一例を示す正面断面図である。
【図３】本発明に係るフィルターユニットの他の一例を示す正面断面図である。
【図４】本発明に係るフィルターユニットの他の一例を示す正面断面図である。
【図５】本発明に係り、フィルターを例示する正面断面図であり、同図（ａ）は２層構造
、同図（ｂ）はシャーレ形状の例である。
【図６】本発明に係り、遮蔽部材の一例を示す正面断面図である。
【図７】本発明に係り、遮蔽部材の他の一例を示す正面断面図である。
【図８】本発明に係り、遮蔽部材の他の一例を示す正面断面図である。
【図９】本発明に係るフィルターユニットの他の一例を示す正面断面図である。
【図１０】本発明に係る体液吸引器の一例を示す正面断面図である。
【図１１】本発明に係り、吸入先端部材の一例を示し、同図（ａ）は正面図、同図（ｂ）
は底面図、同図（ｃ）は同図（ｂ）におけるＡ－Ａ断面図である。
【符号の説明】
１０：フィルターユニット
１２：フィルター
１３：雌ケース部材
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１４：吸入口
１５：雄ケース部材
１６：吸引口
１７：嵌合部
１８：体液溜め室
２０：吸入チューブ
２１：吸引チューブ
２２：吸入管
２３：吸引管
２４：吸引源
２５、４６：段差部
２６：遮蔽部材
２８：遮蔽部
３０：通気部
３２：遮蔽部材の脚部
３３：フィルター支持部
３４：体液吸引器
３６：吸入先端部材
３８：スイッチ
４０、４４：フィルター材
４８：吸液部材
５０：溝

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】

【図７】
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【図１０】 【図１１】
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